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論文内容の要旨 

 
 本論文は、戦後日本でつぎつぎに設立された公立の博物館について、国および地方自治体の地方政

策、とくに戦後日本の地方政策の基本概念である「地域づくり」という観点から、その位置づけをこころみ

たものである。従来の博物館学における公立博物館の扱いは、「博物館政策」と「地域博物館学」という二

方向からのアプローチが中心であった。このような観点からは、個々の博物館の施策や地域とのかかわり

についての分析は可能であるが、国や自治体の政策とのかかわりについて明確に規定することはできな

かった。 

 このような従来の研究の不備を踏まえた上で、本論文では、国による国土総合開発法や一連の全国総

合開発計画、自治省主導の広域市町村圏構想、過疎地域対策緊急措置法、建設省の都市景観モデル

事業、国土庁の地域づくり表彰制度、リフレッシュふるさと推進事業、あるいは文化庁による風土記の丘

事業、歴史民俗資料館の国庫補助事業、地域文化振興特別推進事業など、さまざまな法令、事業案を

読み解くことにより、「地域づくり」のなかで公立博物館が占めた役割を分析している。 

 本論文は、研究目的と方法論を説明する「序論」および四つの章と結論を述べる「終わりに」から構成さ

れている。 

 序論では、従来の公立博物館研究の不備を指摘した上で、「地域づくり」の観点から公立博物館を論じ

る基本方針が述べられるが、同時に、本論文の目的が、学位申請者の出身国である台湾における今後

の博物館の在り方を考える上での先行事例研究としての意味を有することも記されている。 

 第Ⅰ章「戦後における公立博物館と地域社会を考える視点」では、戦後における地域博物館の設置・

運営に関する国や自治体の政策の変遷を記述・分析しており、同時に、先行研究分析として博物館学内

部における地域博物館論の展開を詳述している。ここでは、従来の研究が、地域博物館という概念そのも

のについて、いまだ明確な見解を示していないことが指摘されている。 

 第Ⅱ章「地域理論、地域政策と地域文化振興政策の展開」では、戦後日本の地域政策とその行き詰ま

りや矛盾がひろく指摘され、そのなかで地域文化振興政策が担わされていた役割が分析されている。 

 第Ⅲ章「地域政策における博物館の位置づけ」では、国や自治体の諸政策のなかから、「シビル・ミニマ

ム」「定住圏構想」「地域自立政策」などの考え方を紹介し、それらのなかでの公立博物館設置の意義を

論じている。 

 第Ⅳ章「地域づくりの方針の博物館設置への影響」では、地域づくりにおける公立博物館設置について



「芸術の振興」「地域資源の再発見」「コミュニティの形成」「地域イメージづくり」「地域開発」という 5 つの視

点を提示して、それぞれの事例を豊富にあげながら、その意義について論述している。 

 「終わりに」では、上記各章の概括をした上で、今後の課題と展開の方向性について記している。 
 

 
 

論文審査の結果の要旨 

 

 従来のわが国における博物館学では、博物館自体の機能や役割、あるいは展示にかかわるさま

ざまな事例を論じる研究は多かった。そのなかには、もちろん博物館とその設置母体との関係、

あるいは博物館が設置された「場」との関係を論じる研究も存在はしたが、本論文のように、公

立博物館に問題を特化し、国や地方自治体の地方政策と公立博物館の関係を歴史的、分析的に論

じる研究は例がなかった。本論文は、そのような独自の視点を設定したうえで、さまざまな法令

や事業案を克明に読み解き、分析を加え、同時に、全国各地の事例を博捜している点で評価でき

る。 
このような独自の観点と綿密な実例検証を通して、本論文は、わが国の公立博物館の存在意義を多角

的に分析し、従来の博物館学において欠落していた「地域づくり」と公立博物館の関係を明確にしており、

公立博物館研究の新しい一面を提示したものとして価値を有する。 
 具体的には、国による国土総合開発法や一連の全国総合開発計画、自治体によるさまざまな政策

のなかから、「シビル・ミニマム」「定住圏構想」「地域自立政策」などの考え方を抽出し、そこに

おける公立博物館設置の意義を解明した点、「地域づくり」における公立博物館設置について「芸

術の振興」「地域資源の再発見」「コミュニティの形成」「地域イメージづくり」「地域開発」という 5 つの視点

を提示して、それぞれの事例を豊富にあげながら、博物館設置の意義を明快に規定した点において、本

論文は注目に値する。 
  
 
 
 本論文の内容は、学術学会誌の査読論文 2 編として公表されている。 
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